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回次
第８期

第１四半期連結
累計期間

第７期

会計期間
自　2022年１月１日
至　2022年３月31日

自　2021年１月１日
至　2021年12月１日

売上高 （千円） 699,024 1,645,439

経常損失（△） （千円） △ 397,614 △ 1,946,355

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失（△）
（千円） △ 398,568 △ 2,209,555

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △ 468,060 △ 2,299,053

純資産額 （千円） 3,216,138 3,675,449

総資産額 （千円） 5,280,079 5,693,832

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △ 222.60 △ 1,432.64

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － －

自己資本比率 （％） 60.7 64.5

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載して

おりません。

３．当社は、第７期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第７期第１

四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

４.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。

５．当社は、2022年９月１日開催の取締役会決議により、2022年９月30日付で普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。そのため、１株当たり四半期（当期）純損失（△）は、第７期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して算出しております。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、次のとおりです。

＜ChargeSPOT事業＞

　2022年２月に、株式会社光通信及びINEST株式会社（株式会社光通信の子会社）との合弁会社「株式会社

CHARGESPOT MARKETING」を設立し、当社は同社株式の65％を出資しております。これにより連結子会社としておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比

較分析は行っておりません。

また、当第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）

等を適用しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項(会計方針の変更)」に記

載のとおりであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,413,501千円（前連結会計年度末比622,290千円減）と

なりました。これは主に、現金及び預金が806,521千円減少、売上高増加等により未収入金が72,872千円増加した

こと等によるものであります。

（固定資産）

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は1,866,578千円（前連結会計年度末比208,537千円増）と

なりました。これは主に、リース資産が183,529千円増加したこと等によるものであります。

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,472,647千円（前連結会計年度末比35,987千円増）と

なりました。これは主に、リース債務が32,596千円増加したこと等によるものであります。

（固定負債）

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は591,292千円（前連結会計年度末比9,570千円増）となり

ました。これは主に、リース債務が14,770千円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は3,216,138千円（前連結会計年度末比459,310千円減）とな

りました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失により398,568千円減少したこと等によるものでありま

す。

(2）経営成績の状況

　当社はモバイルバッテリーシェアリングサービスのChargeSPOT事業の拡大に取り組むべく、積極的な投資を進め

るとともに、パートナー企業との連携を強化してまいりました。設置したバッテリースタンド数が日本国内におい

て、2022年３月末日時点で約30,000台になるなど、「どこでも借りられて、どこでも返せる。」の実現に向け着実

に設置数を増加させております。

　これらの結果、売上高は699,024千円、営業損失は500,595千円、経常損失は397,614千円、親会社株主に帰属す

る当期純損失は398,568千円となりました。

　なお、当社グループはChargeSPOT事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありませ

ん。
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(4）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(6）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、33,390千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(7）経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

(8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要とす

る資金を調達しております。
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名称 株式会社CHARGESPOT MARKETING

所在地 東京都渋谷区神宮前6-31-15 A-6A

代表者 代表取締役社長　熊谷　友秀

資本金 2,500万円

事業内容 モバイルバッテリーシェアリングサービス事業

設立年月日 2022年２月28日

出資比率 株式会社INFORICH　65％

株式会社光通信　　20％

INEST株式会社　　 15％

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は以下のとおりです。

・合弁契約

　当社は、2022年２月14日付で株式会社光通信及びINEST株式会社（株式会社光通信の子会社）との間で合弁契約を

締結いたしました。

（１）合弁契約の目的

　当社と光通信グループは、顧客の更なる課題解決を目指し、当社グループのモバイルバッテリーシェアリングサー

ビス「ChargeSPOT」の付加価値を高めるサービス開発（以下「当該サービス」という）を共同で行い、INEST株式会

社は当該サービスに対するコンサルティングや当該サービスも含めた ChargeSPOT のマーケティングとセールスにお

ける企画を行っていくことで、それぞれが持つ強みを活かし、日本のモバイルバッテリーシェアリングサービスにお

いて圧倒的Ｎｏ．1 の地位を確立するとともに、顧客のニーズに即した快適なサービスを提供することでお客様の利

便性向上を目的として合弁契約を締結するに至りました。

（２）合弁会社の概要
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 478,000

Ａ種優先株式 54,000

Ｂ種優先株式 24,000

Ｃ種優先株式 54,300

Ｄ種優先株式 129,800

計 585,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（注）１. 計の欄には、定款で規定されている発行可能株式総数を記載しております。

２. 2022年９月１日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式のすべ

てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年９月17日付で自己株式として取得

し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びＤ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先

株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2022年９月17日付で会社法第178条に基づき

すべて消却しております。

３. 2022年９月１日開催の取締役会決議により、2022年９月30日付で当社普通株式１株につき５株の割合で株式分

割を行い、併せて発行可能株式総数を増加させ、分割後の発行可能株式総数は、6,577,080株増加し、

7,162,080株となっております。

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 162,536 1,790,520 非上場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。単元株

式数は100株であり

ます。

（注）１，２、３

Ａ種優先株式 21,300 － 非上場 （注）１，３，４

Ｂ種優先株式 23,005 － 非上場 （注）１，３，４

Ｃ種優先株式 52,927 － 非上場 （注）１，３，４

Ｄ種優先株式 98,336 － 非上場 （注）１，３，４

計 358,104 1,790,520 － －

②【発行済株式】

　（注）１．2022年９月１日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式のす

べてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年９月17日付で自己株式として取

得し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びＤ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得

したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2022年９月17日付で会社法第178条

に基づきすべて消却しております。

２．2022年９月28日開催の臨時株主総会において、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用しておりま

す。

３．2022年９月１日開催の取締役会決議により、2022年９月30日付で、当社普通株式１株につき５株の割合で株
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調整後の

Ａ種払込金額 ＝

調整前の

Ａ種払込金額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ａ種優先株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

Ａ種優先株式の発行済株式数

式分割を行っております。分割後の発行済株式総数は、1,432,416株増加し、1,790,520株となっておりま

す。

４．種類株式の内容は以下のとおりであります。

（Ａ種優先株式の内容）

①　剰余金の配当

　（１）当社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行う場合、当該事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載又は記録されたＡ種優先株式の保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の

登録株式質権者（以下「Ａ種登録質権者」という。）に対して、当該事業年度の末日の最終の株主名簿

に記載又は記録されたＢ種優先株式の保有者（以下「Ｂ種優先株主」という。）及びＢ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｂ種登録質権者」という。）と同順位で、かつ当該事業年度の末日の最終の株主

名簿に記載又は記録された普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質

権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、１株当たりのＡ種優先配当の総額がＡ種払込金額

に１．２を乗じた額（以下「Ａ種優先配当総額」という。）に満つるまでの間、それぞれの事業年度ご

とに、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先配当総額から当該事業年度の直前の事業年度までの期間にお

いて行われたＡ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当の合計額を控除した額（但し、剰余金の額からＢ

種優先株式に行われるべき優先配当の総額を控除した額をＡ種優先株式の発行済株式数（「発行済株式

数」とは、ある種類の株式について発行済の当該種類の株式の総数から当社が保有する当該種類の株式

の数を除いた数をいう。以下同じ。）で除した額の方がＡ種優先株式１株につき、Ａ種優先配当総額か

ら当該事業年度の直前の事業年度までの期間において行われたＡ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当

の合計額を控除した額より小さい場合、剰余金を比例按分した額）の配当（以下「Ａ種優先配当」とい

う。）を行う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種登録質権者

に対して配当を行っている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。

　（２）前項に従い配当を行った後になお配当可能額がある場合において、同一の事業年度に普通株主又は普通

登録質権者に対して配当を行うときは、Ｂ種優先株主及びＢ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録

質権者と同順位にて、Ａ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株に

つき行う配当額にＡ種取得比率を乗じた額と同額の配当を行う。

　（３）当社の剰余金の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当を行うために必要な総額に満たない場合は、

株式数（優先株式である場合は、普通株式に転換した場合における普通株式の株式数）に応じた比例按

分の方法により、剰余金の分配を行う。

②　残余財産の分配

　（１）当社は、残余財産の分配を行う場合、Ａ種優先株主又はＡ種登録質権者に対して、Ｂ種優先株主及びＢ

種登録質権者と同順位で、かつ普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株あたり、次項

第一号に定めるＡ種払込金額に１．２を乗じた額（以下「Ａ種優先分配額」という。）を支払う。当社

が残余財産を分配する時点でのＡ種優先分配額にＡ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額及びＢ種優

先分配額にＢ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計が残余財産の額を超える場合、株式数（取

得請求権付株式又は取得条項付株式については、当該時点において、当社の普通株式に転換され、若し

くはかかる権利又は証券に代えて当社の普通株式が取得されたものと仮定した場合の普通株式の株式

数）に応じた比例按分の方法により、残余財産の分配を行う（なお、計算の結果、１円未満の端数が生

じた場合、１円未満の端数は切り捨てる。）。

　（２）Ａ種払込金額は以下のとおりとする。

　　　（一）Ａ種払込金額は、当初、Ａ種優先株式１株あたり払込金額（以下「Ａ種払込金額」という。）と同

額とする。

　　　（二）当社がＡ種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ａ種払込金額を調整する。なお、調整の結果、１円未満の端数が生じた場合、小数第１位を四捨五

入する。

調整後のＡ種払込金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併

合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合
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又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

　　　（三）その他前号に類する事由が発生した場合は、Ａ種払込金額は、取締役会の決定により適切に調整さ

れる。

　（３）第１項に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、当社はＡ種優先株主又はＡ種登録

質権者に対して、Ｂ種優先株主及びＢ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録質権者と同順位にて、

普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産にＡ種取得比率を乗じた額

と同額の残余財産の分配を行う。

③　株主総会の議決権

　（１）Ａ種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。

　（２）Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会においてＡ種優先株式１株につき１個の議

決権を有する。

　（３）当社が以下の事項を決定又は承認する場合、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の承認を要す

る。

　　　（一）事業の廃止

　　　（二）解散の決議

　　　（三）合併、会社分割又は会社の種類変更、株式交換、株式移転又は事業譲渡若しくは事業譲受け、その

他の企業買収取引（株式取得を含む。）

　　　（四）株式・新株予約権の発行（自己株式・自己新株予約権の処分を含む。）、割当、取得若しくは消却

　　　（五）１億円以上の社債の発行、借入、その他のファイナンス取引（但し、リース取引を除く）の実施

　　　（六）当社の関連者等（当社及びその子会社又は関連会社（いずれも会社計算規則（平成１８年法務省令

第１３号）第２条に定める定義による。）並びにそれぞれの取締役、役員、従業員、使用人及び代

理人をいう。）との間における利益相反取引（実質的に当社の株主の利益を損なう取引をいい、当

社の事業の遂行及び資本政策に必要であり、かつ、当社の株主の利益に資する当社の関連者等との

取引は含まれない。）

④　株式分割、株式併合等

　（１）当社は、株式分割又は株式併合を行う場合、Ａ種優先株式につき、普通株式及びＢ種優先株式と同時に

同一割合でこれを行う。

　（２）当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける

権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の割

当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で与える。

　（３）当社は、株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にする

ことを含む。）で、Ａ種優先株主の権利及び利益に鑑みて実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額その他の条件により与える。

　（４）当社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優

先株式の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行

う。

　（５）当社は、新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当

てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使

の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、Ａ種優先株主の権利及び利益に鑑み

て実質的に公平な新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により行う。

⑤　普通株式を対価とする取得請求権

　（１）Ａ種優先株主は、いつでも、法令に従い、次項に定める条件で、Ａ種優先株式の全部又は一部を当社の

普通株式に転換（ある種類の株式等（株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若

しくは取得が可能な証券又は権利をいう。以下同じ。）を当社が取得し、それと引換えに当社の別の種

類の株式等を交付することをいう。以下同じ。）することを請求することができる。

　（２）Ａ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

　　　（一）転換により交付すべき普通株式数
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転換により交付すべき

普通株式の数
＝

Ａ種払込金額 × 転換請求にかかるＡ種優先株式の数

Ａ種転換価額

調整後の

Ａ種転換価額 ＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ａ種優先株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

Ａ種優先株式の発行済株式数

Ａ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の株式数は以下の算式（以下「Ａ種転換数算

定式」といい、転換により交付すべき普通株式の数を転換請求にかかるＡ種優先株式の数で除した割合

（疑義を回避するために付言すると、但書きによる切捨て前の割合とする）を、「Ａ種取得比率」とい

う。）により算定される。但し、計算の結果、１株未満の端数が生じた場合、１株未満の端数は切り捨

て、会社法に定める方法によりこの端数に相当する金銭を当該Ａ種優先株主に交付するものとする。

　　　（二）Ａ種転換数算定式におけるＡ種転換価額の調整

　　　　　（ａ）Ａ種転換価額は、当初、Ａ種払込金額と同額とする。

　　　　　（ｂ）当社が普通株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ａ種転換価額を調整する。なお、調整の結果、１円未満の端数が生じた場合、小数第１位を四

捨五入する。

調整後のＡ種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株

式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該

株式併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適

用する。

　　　　　（ｃ）当社において以下に掲げる事由が発生した場合、以下の通りＡ種転換価額を調整する。

　　　　　　　（i）調整前のＡ種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行（自己株式の処分を含

む。以下同じ。）する場合（但し、①株式無償割当ての場合、②発行済み（当社が保有す

るものを除く。）の取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき、又は一定の

事由の発生を条件として、当社の普通株式に転換し、又は当社の普通株式を取得し得る地

位を伴う権利又は証券の行使又は転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合、又は、④会社法第１９４条の規定（単元未満株主による単

元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。）、かかる株式の１

株当たりの払込金額をもって調整後のＡ種転換価額とする。

本（i）の場合の調整後のＡ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその

期間の末日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日以降これを適用する。

　　　　　　　（ii）当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合（株式無償割当ての場合を含む。）で、

当該株式の転換により交付される当社の普通株式の１株あたりの対価の額として当社の取

締役会が決定した額が調整前のＡ種転換価額を下回る場合、当該額をもって調整後のＡ種

転換価額とする。

本（ii）の場合の調整後のＡ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその

期間の末日）の翌日以降、株式無償割当ての場合には当該株式無償割当ての効力発生日

（当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株

主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は普通

株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含む。）で、普通株式１株あたりの新株予約権の払込価額と新株

予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式１株あたりの価額の合計額が調

整前のＡ種転換価額を下回る場合（但し、当社が当社のインセンティブ報酬として当社又

は当社の子会社の役職員等に対して新株予約権を発行する場合を除く。）、当該額をもっ

て調整後のＡ種転換価額とする。

本（iii）の場合の調整後のＡ種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当て

の場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日（当該新株予約権無償割当てにかかる
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基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該

株主割当日の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（iv）当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、当社が完全親会社若しくは完全親

会社の親会社となる株式交換、又は当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社と

なる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株

式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式、又は会社分割により

分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式（以下「割当株式」とい

う。）１株あたりの価値（当社の取締役の決定により合理的に定められる額とし、かかる

割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式１株あたりに換算した

額とする。）が調整前のＡ種転換価額を下回る場合、当該価値に相当する額をもって調整

後のＡ種転換価額とする。

本（iv）の場合の調整後のＡ種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生

日の翌日以降これを適用する。

　　　　　（ｄ）上記（b）及び（c）に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合、当社はＡ種優先

株主及びＡ種登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその事由、調整後のＡ種転換価額、

適用の日その他の必要な事項を通知した上、Ａ種転換価額の調整を適切に行うものとする。

　　　　　　　（i）合併、株式交換、株式移転、又は会社分割のためにＡ種転換価額の調整を必要とすると

き。

　　　　　　　（ii）上記（i）のほか、当社の発行済普通株式数（但し、当社が保有する当社の普通株式の数

を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＡ種転換価額の調整を必

要とするとき。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式に転換し得る株式の発行によりＡ種転換価額の調整を行った場合におい

て、当該株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している

場合を除く。

　　　　　　　（iv）行使により当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権の行使期間が終了した

とき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

　　　（三）Ａ種転換価額の調整を行わない場合

前号の定めにかかわらず、Ａ種優先株主の全員が、調整を不要とすることにつき書面により同意し

た場合には、Ａ種転換価額の調整は行わない。

⑥　普通株式を対価とする取得条項

　（１）当社が当社普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対して株式上場

の申請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、株式上場に関する引受幹事証券会社からＡ種優先株

式を転換するべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＡ種優先

株式の全てを当社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換により交付すべき普通株

式の内容、数その他の条件については、前条の定めを準用する。

　（２）合計でＡ種優先株式の発行済株式数の過半数を保有するＡ種優先株式の株主が当社によるＡ種優先株式

の全ての転換に同意した場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＡ種優先株式の全て

を当社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換によりＡ種優先株主に対して交付す

べき普通株式の数その他の条件については、前条の定めを準用する。

⑦　買収等の際のみなし清算

　（１）以下の各号の取引が行われた場合、当社の各種類の株式の株主に対して、当該取引における対価の合計

額（対価が金銭以外の財産である場合には、当該財産の公正価額として当社取締役会の決議により合理

的に定められる額。）を残余財産の額とみなし、また、上記対価を取得する当社の各種類の株式の株主

を当社の全株主とみなして、残余財産の分配の定めを適用した場合に、各種類の株式の株主が支払いを

受けるべき残余財産分配額に相当する当該合併等の対価が割り当てられるようにするものとする。な

お、「株式総数」とは、発行済み（当社が保有するものを除く。）の取得請求権付株式、取得条項付株

式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）、その他その保有者若しくは当社の請求

に基づき、又は一定の事由の発生を条件として、当社の普通株式に転換し、又は当社の普通株式を取得

し得る地位を伴う権利又は証券の全て（但し、当該権利又は証券の目的となる普通株式の数値が定まっ

ていない権利又は証券を除く。）について、当該時点において、当該会社の普通株式に転換され、若し

くはかかる権利又は証券に代えて当該会社の普通株式が取得されたものと仮定した場合の当社の普通株

式の総数（当社が保有するものを除く。）をいう。
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調整後の

Ｂ種払込金額 ＝

調整前の

Ｂ種払込金額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ｂ種優先株式の発行済株式数

　　　（一）当社の株式等の発行又は譲渡による買収（当該買収直前時点の当社の株主が当該買収直後の時点で

合計で当社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有する場合を除く。）

　　　（二）当社が消滅会社となる合併（当該合併の効力発生日直前時点の当社の株主がかかる効力発生日直後

の時点で合計で当該合併の存続会社又はその親会社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有す

る場合を除く。）

　　　（三）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転（当該株式交換又は株式移転の効力発生日直前時点

の当社の株主がかかる効力発生日直後の時点で合計で当該株式交換又は株式移転の完全親会社又は

その親会社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有する場合を除く。）

⑧　譲渡制限

　（１）譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当社株主総会の承認を要する。

（Ｂ種優先株式の内容）

①　剰余金の配当

　（１）当社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行う場合、当該事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種登録質権者に対して、当該事業年度の末日の最終の株主

名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主及びＡ種登録質権者と同順位で、かつ当該事業年度の末日の最

終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、１株当たりのＢ種優先配当

の総額がＢ種払込金額に１．２を乗じた額（以下「Ｂ種優先配当総額」という。）に満つるまでの間、

それぞれの事業年度ごとに、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先配当総額から当該事業年度の直前の事

業年度までの期間において行われたＢ優先株式１株あたりのＢ種優先配当の合計額を控除した額（但

し、剰余金の額からＡ種優先株式に行われるべき優先配当の総額を控除した額をＢ種優先株式の発行済

株式数で除した額の方がＢ種優先株式１株につき、Ｂ種優先配当総額から当該事業年度の直前の事業年

度までの期間において行われたＢ種優先株式１株あたりのＢ種優先配当の合計額を控除した額より小さ

い場合、剰余金を比例按分した額）の配当（以下「Ｂ種優先配当」という。）を行う。但し、すでに当

該事業年度に属する日を基準日としてＢ種優先株主又はＢ種登録質権者に対して配当を行っている場

合、かかる配当の累積額を控除した額とする。

　（２）前項に従い配当を行った後になお配当可能額がある場合において、同一の事業年度に普通株主又は普通

登録質権者に対して配当を行うときは、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録

質権者と同順位にて、Ｂ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株に

つき行う配当額にＢ種取得比率を乗じた額と同額の配当を行う。

　（３）当社の剰余金の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当を行うために必要な総額に満たない場合は、

株式数（優先株式である場合は、普通株式に転換した場合における普通株式の株式数）に応じた比例按

分の方法により、剰余金の分配を行う。

②　残余財産の分配

　（１）当社は、残余財産の分配を行う場合、Ｂ種優先株主又はＢ種登録質権者に対して、Ａ種優先株主及びＡ

種登録質権者と同順位で、かつ普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株あたり、次項

第一号に定めるＢ種払込金額に１．２を乗じた額（以下「Ｂ種優先分配額」という。）を支払う。当社

が残余財産を分配する時点でのＢ種優先分配額にＢ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額及びＡ種優

先分配額にＡ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計が残余財産の額を超える場合、株式数（取

得請求権付株式又は取得条項付株式については、当該時点において、当社の普通株式に転換され、若し

くはかかる権利又は証券に代えて当社の普通株式が取得されたものと仮定した場合の普通株式の株式

数）に応じた比例按分の方法により、残余財産の分配を行う（なお、計算の結果、１円未満の端数が生

じた場合、１円未満の端数は切り捨てる。）。

　（２）Ｂ種払込金額は以下のとおりとする。

　　　（一）Ｂ種払込金額は、当初、Ｂ種優先株式１株あたり払込金額（以下「Ｂ種払込金額」という。）と同

額とする。

　　　（二）当社がＢ種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｂ種払込金額を調整する。なお、調整の結果、１円未満の端数が生じた場合、小数第１位を四捨五

入する。
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株式分割・併合・無償割当て後の

Ｂ種優先株式の発行済株式数

調整後のＢ種払込金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併

合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合

又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

　　　（三）その他前号に類する事由が発生した場合は、Ｂ種払込金額は、取締役会の決定により適切に調整さ

れる。

　（３）第１項に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、当社はＢ種優先株主又はＢ種登録

質権者に対して、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録質権者と同順位にて、

普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産にＢ種取得比率を乗じた額

と同額の残余財産の分配を行う。

③　株主総会の議決権

　（１）Ｂ種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。

　（２）Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会においてＢ種優先株式１株につき１個の議

決権を有する。

　（３）当社が以下の事項を決定又は承認する場合、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会の承認を要す

る。

　　　（一）事業の廃止

　　　（二）解散の決議

　　　（三）合併、会社分割又は会社の種類変更、株式交換、株式移転又は事業譲渡若しくは事業譲受け、その

他の企業買収取引（株式取得を含む。）

　　　（四）株式・新株予約権の発行（自己株式・自己新株予約権の処分を含む。）、割当、取得若しくは消却

　　　（五）１億円以上の社債の発行、借入、その他のファイナンス取引（但し、リース取引を除く）の実施

　　　（六）当社の関連者等（当社及びその子会社又は関連会社（いずれも会社計算規則（平成１８年法務省令

第１３号）第２条に定める定義による。）並びにそれぞれの取締役、役員、従業員、使用人及び代

理人をいう。）との間における利益相反取引（実質的に当社の株主の利益を損なう取引をいい、当

社の事業の遂行及び資本政策に必要であり、かつ、当社の株主の利益に資する当社の関連者等との

取引は含まれない。）

④　株式分割、株式併合等

　（１）当社は、株式分割又は株式併合を行う場合、Ｂ種優先株式につき、普通株式及びＡ種優先株式と同時に

同一割合でこれを行う。

　（２）当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける

権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割

当てを受ける権利をそれぞれ同時に同一割合で与える。

　（３）当社は、株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にする

ことを含む。）で、Ｂ種優先株主の権利及び利益に鑑みて実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額その他の条件により与える。

　（４）当社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式　の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式の無償割当てを、Ａ種優先株式にはＡ種優先株主の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で

行う。

　（５）当社は、新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普　通株式を目的とする新株予約権の無償割

当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ

種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行

使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、Ｂ種優先株主の権利及び利益に鑑

みて実質的に公平な新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により行う。

⑤　普通株式を対価とする取得請求権

　（１）Ｂ種優先株主は、いつでも、法令に従い、次項に定める条件で、Ｂ種優先株式の全部又は一部を当社の
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転換により交付すべき

普通株式の数
＝

Ｂ種払込金額 × 転換請求にかかるＢ種優先株式の数

Ｂ種転換価額

調整後の

Ｂ種転換価額 ＝

調整前の

Ｂ種転換価額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ｂ種優先株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

Ｂ種優先株式の発行済株式数

普通株式に転換（ある種類の株式等（株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若

しくは取得が可能な証券又は権利をいう。以下同じ。）を当社が取得し、それと引換えに当社の別の種

類の株式等を交付することをいう。以下同じ。）することを請求することができる。

　（２）Ｂ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

　　　（一）転換により交付すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の株式数は以下の算式（以下「Ｂ種転換数算

定式」といい、転換により交付すべき普通株式の数を転換請求にかかるＢ種優先株式の数で除した割合

（疑義を回避するために付言すると、但書きによる切捨て前の割合とする）を、「Ｂ種取得比率」とい

う。）により算定される。但し、計算の結果、１株未満の端数が生じた場合、１株未満の端数は切り捨

て、会社法に定める方法によりこの端数に相当する金銭を当該Ｂ種優先株主に交付するものとする。

　　　（二）Ｂ種転換数算定式におけるＢ種転換価額の調整

　　　　　（ａ）Ｂ種転換価額は、当初、Ｂ種払込金額と同額とする。

　　　　　（ｂ）当社が普通株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｂ種転換価額を調整する。なお、調整の結果、１円未満の端数が生じた場合、小数第１位を四

捨五入する。

調整後のＢ種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株

式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該

株式併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適

用する。

　　　　　（ｃ）当社において以下に掲げる事由が発生した場合、以下の通りＢ種転換価額を調整する。

　　　　　　　（i）調整前のＢ種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行（自己株式の処分を含

む。以下同じ。）する場合（但し、①株式無償割当ての場合、②発行済み（当社が保有す

るものを除く。）の取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき、又は一定の

事由の発生を条件として、当社の普通株式に転換し、又は当社の普通株式を取得し得る地

位を伴う権利又は証券の行使又は転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合、又は、④会社法第１９４条の規定（単元未満株主による単

元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。）、かかる株式の１

株当たりの払込金額をもって調整後のＢ種転換価額とする。

本（i）の場合の調整後のＢ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその

期間の末日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日以降これを適用する。

　　　　　　　（ii）当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合（株式無償割当ての場合を含む。）で、

当該株式の転換により交付される当社の普通株式の１株あたりの対価の額として当社の取

締役会が決定した額が調整前のＢ種転換価額を下回る場合、当該額をもって調整後のＢ種

転換価額とする。

本（ii）の場合の調整後のＢ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその

期間の末日）の翌日以降、株式無償割当ての場合には当該株式無償割当ての効力発生日

（当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株

主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は普通

株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含む。）で、普通株式１株あたりの新株予約権の払込価額と新株

予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式１株あたりの価額の合計額が調
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整前のＢ種転換価額を下回る場合（但し、当社が当社のインセンティブ報酬として当社又

は当社の子会社の役職員等に対して新株予約権を発行する場合を除く。）、当該額をもっ

て調整後のＢ種転換価額とする。

本（iii）の場合の調整後のＢ種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当て

の場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日（当該新株予約権無償割当てにかかる

基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該

株主割当日の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（iv）割当株式１株あたりの価値（当社の取締役の決定により合理的に定められる額とし、かか

る割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式１株あたりに換算し

た額とする。）が調整前のＢ種転換価額を下回る場合、当該価値に相当する額をもって調

整後のＢ種転換価額とする。

本（iv）の場合の調整後のＢ種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生

日の翌日以降これを適用する。

　　　　　（ｄ）上記（b）及び（c）に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合、当社はＢ種優先

株主及びＢ種登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその事由、調整後のＢ種転換価額、

適用の日その他の必要な事項を通知した上、Ｂ種転換価額の調整を適切に行うものとする。

　　　　　　　（i）合併、株式交換、株式移転、又は会社分割のためにＢ種転換価額の調整を必要とすると

き。

　　　　　　　（ii）上記（i）のほか、当社の発行済普通株式数（但し、当社が保有する当社の普通株式の数

を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＢ種転換価額の調整を必

要とするとき。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式に転換し得る株式の発行によりＢ種転換価額の調整を行った場合におい

て、当該株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している

場合を除く。

　　　　　　　（iv）行使により当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権の行使期間が終了した

とき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

　　　（三）Ｂ種転換価額の調整を行わない場合

前号の定めにかかわらず、Ｂ種優先株主の全員が、調整を不要とすることにつき書面により同意し

た場合には、Ｂ種転換価額の調整は行わない。

⑥　普通株式を対価とする取得条項

　（１）当社が当社普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対して株式上場

の申請を行う旨の機関　決定を行った場合で、かつ、株式上場に関する引受幹事証券会社からＢ種優先

株式を転換するべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＢ種優

先株式の全てを当社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換により交付すべき普通

株式の内容、数その他の条件については、前条の定めを準用する。

⑦　買収等の際のみなし清算

　（１）以下の各号の取引が行われた場合、当社の各種類の株式の株主に対して、当該取引における対価の合計

額（対価が金銭以外の財産である場合には、当該財産の公正価額として当社取締役会の決議により合理

的に定められる額。）を残余財産の額とみなし、また、上記対価を取得する当社の各種類の株式の株主

を当社の全株主とみなして、残余財産の分配の定めを適用した場合に、各種類の株式の株主が支払いを

受けるべき残余財産分配額に相当する当該合併等の対価が割り当てられるようにするものとする。

　　　（一）当社の株式等の発行又は譲渡による買収（当該買収直前時点の当社の株主が当該買収直後の時点で

合計で当社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有する場合を除く。）

　　　（二）当社が消滅会社となる合併（当該合併の効力発生日直前時点の当社の株主がかかる効力発生日直後

の時点で合計で当該合併の存続会社又はその親会社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有す

る場合を除く。）

　　　（三）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転（当該株式交換又は株式移転の効力発生日直前時点

の当社の株主がかかる効力発生日直後の時点で合計で当該株式交換又は株式移転の完全親会社又は

その親会社の全ての株主の株式総数合計の過半数を保有する場合を除く。）

⑧　譲渡制限

　（１）譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当社株主総会の承認を要する。
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調整後の

Ｃ種払込金額 ＝

調整前の

Ｃ種払込金額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ｃ種優先株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

Ｃ種優先株式の発行済株式数

（Ｃ種優先株式の内容）

①　剰余金の配当

　（１）当社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行う場合、当該事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載又は記録されたＣ種優先株式の保有者（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の

登録株式質権者（以下「Ｃ種登録質権者」という。）に対して、第2順位として（当該事業年度の末日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主及びＡ種登録質権者並びに当該事業年度の末日の

最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株主及びＢ種登録質権者を第1順位（それらの間では同

順位）とする。）、かつ当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通

登録質権者に先立ち、1株当たりのＣ種優先配当の総額がＣ種払込金額に1.2を乗じた額（以下「Ｃ種優

先配当総額」という。）に満つるまでの間、それぞれの事業年度ごとに、Ｃ種優先株式1株につき、Ｃ

種優先配当総額から当該事業年度の直前の事業年度までの期間において行われたＣ種優先株式1株あた

りのＣ種優先配当の合計額を控除した額（但し、剰余金の額からＡ種優先株式及びＢ種優先株式に行わ

れるべき優先配当の総額を控除した額をＣ種優先株式の発行済株式数で除した額の方が、Ｃ種優先配当

総額から当該事業年度の直前の事業年度までの期間において行われたＣ種優先株式1株あたりのＣ種優

先配当の合計額を控除した額より小さい場合、本条第3項に基づき当該剰余金を比例按分した額）の配

当（以下「Ｃ種優先配当」という。）を行う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてＣ

種優先株主又はＣ種登録質権者に対して配当を行っている場合、かかる配当の累積額を控除した額とす

る。

　（２）前項に従い配当を行った後になお配当可能額がある場合において、同一の事業年度に普通株主又は普通

登録質権者に対して配当を行うときは、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種登録

質権者並びに普通株主及び普通登録質権者と同順位にて、Ｃ種優先株式1株につき、普通株主又は普通

登録質権者に対して普通株式1株につき行う配当額にＣ種取得比率を乗じた額と同額の配当を行う。

　（３）当社の剰余金の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当を行うために必要な総額に満たない場合は、

株式数（優先株式である場合は、普通株式に転換した場合における普通株式の株式数）に応じた比例按

分の方法により、剰余金の分配を行い、次順位以降の剰余金の配当は行われないものとする。

②　残余財産の分配

　（１）当社は、残余財産の分配を行う場合、Ｃ種優先株主又はＣ種登録質権者に対して、第2順位として（Ａ

種優先株主及びＡ種登録質権者並びにＢ種優先株主及びＢ種登録質権者を第1順位（それらの間では同

順位）として、かつ普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｃ種優先株式1株あたり、次項第一号に定

めるＣ種払込金額に1.2を乗じた額（以下「Ｃ種優先分配額」という。）を支払う。当社が残余財産を

分配する時点でのＣ種優先分配額にＣ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額並びにＡ種優先分配額及

びＢ種優先分配額にそれぞれＡ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計が残余

財産の額を超える場合、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の間においては、株式数（取得請求権付株式又

は取得条項付株式については、当該時点において、当社の普通株式に転換され、若しくはかかる権利又

は証券に代えて当社の普通株式が取得されたものと仮定した場合の普通株式の株式数）に応じた比例按

分の方法により、Ｃ種優先株式に対しては、残余財産がＡ種優先分配額及びＢ種優先分配額にそれぞれ

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計額を超える場合に限って、残余財産

の分配を行う（なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。）。

　（２）Ｃ種払込金額は以下のとおりとする。

　　　（一）Ｃ種払込金額は、当初、Ｃ種優先株式1株あたり払込金額（以下「Ｃ種払込金額」という。）と同

額とする。

　　　（二）当社がＣ種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｃ種払込金額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入

する。

調整後のＣ種払込金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併

合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合
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転換により交付すべき

普通株式の数
＝

Ｃ種払込金額 × 転換請求にかかるＣ種優先株式の数

Ｃ種転換価額

又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

　　　（三）その他前号に類する事由が発生した場合は、Ｃ種払込金額は、取締役会の決定により適切に調整さ

れる。

　（３）第1項に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、当社はＣ種優先株主又はＣ種登録

質権者に対して、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種登録質権者並びに普通株主

及び普通登録質権者と同順位にて、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式1株につき分配する

残余財産にＢ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産の分配を行う。

③　株主総会の議決権

　（１）Ｃ種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。

　（２）Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主を構成員とする種類株主総会においてＣ種優先株式１株につき１個の議

決権を有する。

④　株式分割、株式併合等

　（１）当社は、株式分割又は株式併合を行う場合、Ｃ種優先株式につき、普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優

先株式と同時に同一割合でこれを行う。

　（２）当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける

権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割

当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割

合で与える。

　（３）当社は、株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に

同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、

Ｃ種優先株主の権利及び利益に鑑みて実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額その他の条件により与える。

　（４）当社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、Ｃ種優先株主にはＣ種優

先株式の無償割当てを、Ａ種優先株式にはＡ種優先株主の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株

式の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

　（５）当社は、新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当

てを、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種

優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予

約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実

質的に同一にすることを含む。）で、Ｃ種優先株主の権利及び利益に鑑みて実質的に公平な新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により行う。

⑤　普通株式を対価とする取得請求権

　（１）Ｃ種優先株主は、いつでも、法令に従い、次項に定める条件で、Ｃ種優先株式の全部又は一部を当社の

普通株式に転換することを請求することができる。

　（２）Ｃ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

　　　（一）Ｃ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の株式数は以下の算式（以下「Ｃ種転換数算

定式」といい、転換により交付すべき普通株式の数を転換請求にかかるＣ種優先株式の数で除した割合

（疑義を回避するために付言すると、但書きによる切捨て前の割合とする）を、「Ｃ種取得比率」とい

う。）により算定される。但し、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合、1株未満の端数は切り捨

て、会社法に定める方法によりこの端数に相当する金銭を当該Ｃ種優先株主に交付するものとする。

　　　（二）Ｃ種転換数算定式におけるＣ種転換価額の調整

　　　　　（ａ）Ｃ種転換価額は、当初、Ｃ種払込金額と同額とする。

　　　　　（ｂ）当社が普通株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｃ種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨
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調整後の

Ｃ種転換価額 ＝

調整前の

Ｃ種転換価額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

普通株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

普通株式の発行済株式数

調整後のＣ種

転換価額
＝

調整前のＣ

種転換価額
×

調整前の普通株式

の発行済株式数
＋

新規に交付され

る普通株式数
×

1株当たり

の払込金額

Ｃ種払込金額

調整前の普通株式の発行済株式数＋新規に交付される

普通株式数

五入する。

調整後のＣ種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株

式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該

株式併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適

用する。

　　　　　（ｃ）当社において以下に掲げる事由が発生した場合、以下の算式をもってＣ種転換価額を調整す

る。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。

　　　　　　　（i）調整前のＣ種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行（自己株式の処分を含

む。以下同じ。）する場合（但し、①株式無償割当ての場合、②新株予約権若しくは新株

予約権付社債又は取得請求権付き若しくは取得条項付きの株式の行使又は転換による場

合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は、④会社法

第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡しに

よる場合を除く。）、調整後のＣ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合は

その期間の末日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日

の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（ii）当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合（株式無償割当ての場合を含む。）で、

当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株あたりの対価の額として当社の取締

役会が決定した額が調整前のＣ種転換価額を下回る場合、調整後のＣ種転換価額は、払込

期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日）の翌日以降、株式無償割当ての場合

には当該株式無償割当ての効力発生日（当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合

は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以

降これを適用する。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は普通

株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含む。）で、普通株式1株あたりの新株予約権の払込価額と新株予

約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株あたりの価額の合計額が調整前

のＣ種転換価額を下回る場合（但し、当社が当社のインセンティブ報酬として当社又は当

社の子会社の役職員等に対して新株予約権を発行する場合を除く。）、調整後のＣ種転換

価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には当該新株予約権無償割当て

の効力発生日（当該新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の

翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用す

る。

　　　　　　　（iv）割当株式1株あたりの価値（当社の取締役の決定により合理的に定められる額とし、かか

る割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株あたりに換算した

額とする。）が調整前のＣ種転換価額を下回る場合、調整後のＣ種転換価額は、当該合

併、株式交換又は会社分割の効力発生日の翌日以降これを適用する。

　　　　　（ｄ）上記（b）及び（c）に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合、当社はＣ種優先

株主及びＣ種登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその事由、調整後のＣ種転換価額、

適用の日その他の必要な事項を通知した上、Ｃ種転換価額の調整を適切に行うものとする。

　　　　　　　（i）合併、株式交換、株式移転、又は会社分割のためにＣ種転換価額の調整を必要とすると

き。
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　　　　　　　（ii）上記（i）のほか、当社の発行済普通株式数（但し、当社が保有する当社の普通株式の数

を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＣ種転換価額の調整を必

要とするとき。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式に転換し得る株式の発行によりＣ種転換価額の調整を行った場合におい

て、当該株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している

場合を除く。

　　　　　　　（iv）行使により当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権の行使期間が終了した

とき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

　　　（三）Ｃ種転換価額の調整を行わない場合

前号の定めにかかわらず、Ｃ種優先株主の全員が、調整を不要とすることにつき書面により同意し

た場合には、Ｃ種転換価額の調整は行わない。

⑥　普通株式を対価とする取得条項

　（１）当社が当社普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対して株式上場

の申請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、株式上場に関する引受幹事証券会社からＣ種優先株

式を転換するべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＣ種優先

株式の全てを当社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換により交付すべき普通株

式の内容、数その他の条件については、前条の定めを準用する。

⑦　譲渡制限

　（１）譲渡によるＣ種優先株式の取得については、当社株主総会の承認を要する。

（Ｄ種優先株式の内容）

①　剰余金の配当

　（１）当社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行う場合、当該事業年度の末日の最終の株主名

簿に記載又は記録されたＤ種優先株式の保有者（以下「Ｄ種優先株主」という。）又はＤ種優先株式の

登録株式質権者（以下「Ｄ種登録質権者」という。）に対して、第2順位として（当該事業年度の末日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主及びＡ種登録質権者並びに当該事業年度の末日の

最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株主及びＢ種登録質権者を第1順位（Ａ種優先株主及び

Ａ種登録質権者並びにＢ種優先株主及びＢ種登録質権者の間では同順位）とし、Ｃ種優先株主及びＣ種

登録質権者を第2順位（Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者並びにＤ種優先株主及びＤ種登録質権者の間

では同順位）とする。）、かつ当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又

は普通登録質権者に先立ち、1株当たりのＤ種優先配当の総額がＤ種払込金額に1.2を乗じた額（以下

「Ｄ種優先配当総額」という。）に満つるまでの間、それぞれの事業年度ごとに、Ｄ種優先株式1株に

つき、Ｄ種優先配当総額から当該事業年度の直前の事業年度までの期間において行われたＤ種優先株式

1株あたりのＤ種優先配当の合計額を控除した額（但し、剰余金の額からＡ種優先株式及びＢ種優先株

式に行われるべき優先配当の総額を控除した額をＣ種優先株式の発行済株式数及びＤ種優先株式の発行

済株式数で除した額の方が、Ｄ種優先配当総額から当該事業年度の直前の事業年度までの期間において

行われたＤ種優先株式1株あたりのＤ種優先配当の合計額を控除した額より小さい場合、本条第3項に基

づき当該剰余金を比例按分した額）の配当（以下「Ｄ種優先配当」という。）を行う。但し、すでに当

該事業年度に属する日を基準日としてＤ種優先株主又はＤ種登録質権者に対して配当を行っている場

合、かかる配当の累積額を控除した額とする。

　（２）前項に従い配当を行った後になお配当可能額がある場合において、同一の事業年度に普通株主又は普通

登録質権者に対して配当を行うときは、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種登録

質権者、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録質権者と同順位にて、Ｄ種優先

株式1株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式1株につき行う配当額にＤ種取得比率を

乗じた額と同額の配当を行う。

　（３）当社の剰余金の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当を行うために必要な総額に満たない場合は、

株式数（優先株式である場合は、普通株式に転換した場合における普通株式の株式数）に応じた比例按

分の方法により、剰余金の分配を行い、次順位以降の剰余金の配当は行われないものとする。

②　残余財産の分配

　（１）当社は、残余財産の分配を行う場合、Ｄ種優先株主又はＤ種登録質権者に対して、Ａ種優先株主及びＡ

種登録質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種登録質権者、Ｃ種優先株主及びＣ種登録質権者並びに普通株主又
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調整後の

Ｄ種払込金額 ＝

調整前の

Ｄ種払込金額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

Ｄ種優先株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

Ｄ種優先株式の発行済株式数

は普通登録質権者に先立ち、Ｄ種優先株式1株あたり、次項第(1)号に定めるＤ種払込金額に1.2を乗じ

た額（以下「Ｄ種優先分配額」という。）を支払う。当社が残余財産を分配する時点でのＡ種優先分配

額、Ｂ種優先分配額、Ｃ種優先分配額及びＤ種優先分配額にそれぞれＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ

種優先株式及びＤ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計が残余財産の額を超える場合、Ｄ種優

先株式には、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式に先立ち、残余財産の分配を行う。残余財

産がＤ種優先分配額にＤ種優先株式の発行済株式数を乗じた金額の合計額を超える場合に限って、Ａ種

優先株式及びＢ種優先株式の間においては、株式数（取得請求権付株式又は取得条項付株式について

は、当該時点において、当社の普通株式に転換され、若しくはかかる権利又は証券に代えて当社の普通

株式が取得されたものと仮定した場合の普通株式の株式数）に応じた比例按分の方法により、Ｃ種優先

株式及びＤ種優先株式の間においては、残余財産がＤ種優先分配額にＤ種優先株式の発行済株式数を乗

じた金額並びにＡ種優先分配額及びＢ種優先分配額にそれぞれＡ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済

株式数を乗じた金額の合計額を超える場合に限って、株式数（取得請求権付株式又は取得条項付株式に

ついては、当該時点において、当社の普通株式に転換され、若しくはかかる権利又は証券に代えて当社

の普通株式が取得されたものと仮定した場合の普通株式の株式数）に応じた比例按分の方法により、残

余財産の分配を行う（なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨て

る。）。

　（２）Ｄ種払込金額は以下のとおりとする。

　　　（一）Ｄ種払込金額は、当初、Ｄ種優先株式1株あたり払込金額（以下「Ｄ種払込金額」という。）と同

額とする。

　　　（二）当社がＤ種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｄ種払込金額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入

する。

調整後のＤ種払込金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併

合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合

又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

　　　（三）その他前号に類する事由が発生した場合は、Ｄ種払込金額は、取締役会の決定により適切に調整さ

れる。

　（３）第1項に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、当社はＤ種優先株主又はＤ種登録

質権者に対して、Ａ種優先株主及びＡ種登録質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種登録質権者、Ｃ種優先株主

及びＣ種登録質権者並びに普通株主及び普通登録質権者と同順位にて、普通株主又は普通登録質権者に

対して普通株式1株につき分配する残余財産にＤ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産の分配を行

う。

③　株主総会の議決権

　（１）Ｄ種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。

　（２）Ｄ種優先株主は、Ｄ種優先株主を構成員とする種類株主総会においてＤ種優先株式１株につき１個の議

決権を有する。

④　株式分割、株式併合等

　（１）当社は、株式分割又は株式併合を行う場合、Ｄ種優先株式につき、普通株式、Ａ種優先株式、Ｂ種優先

株式及びＣ種優先株式と同時に同一割合でこれを行う。

　（２）当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける

権利を、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割

当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種

優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

　（３）当社は、株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利
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転換により交付すべき

普通株式の数
＝

Ｄ種払込金額 × 転換請求にかかるＤ種優先株式の数

Ｄ種転換価額

調整後の

Ｄ種転換価額 ＝

調整前の

Ｄ種転換価額
×

株式分割・併合・無償割当て前の

普通株式の発行済株式数

株式分割・併合・無償割当て後の

普通株式の発行済株式数

調整後のＤ種

転換価額
＝

調整前のＤ

種転換価額
×

調整前の普通株式

の発行済株式数
＋

新規に交付され

る普通株式数
×

1株当たり

の払込金額

Ｄ種払込金額

調整前の普通株式の発行済株式数＋新規に交付される

普通株式数

を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主に

はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合（新株予約

権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で、Ｄ種優先株主の権利

及び利益に鑑みて実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の

条件により与える。

　（４）当社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、Ｄ種優先株主にはＤ種優

先株式の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株

式の無償割当てを、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

　（５）当社は、新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当

てを、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種

優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式を目的とする新株予

約権の無償割当てを、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞ

れ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含

む。）で、Ｄ種優先株主の権利及び利益に鑑みて実質的に公平な新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額その他の条件により行う。

⑤　普通株式を対価とする取得請求権

　（１）Ｄ種優先株主は、いつでも、法令に従い、次項に定める条件で、Ｄ種優先株式の全部又は一部を当社の

普通株式に転換することを請求することができる。

　（２）Ｄ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

　　　（一）転換により交付すべき普通株式数

Ｄ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の株式数は以下の算式（以下「Ｄ種転換数算

定式」といい、転換により交付すべき普通株式の数を転換請求にかかるＤ種優先株式の数で除した

割合（疑義を回避するために付言すると、但書きによる切捨て前の割合とする）を、「Ｄ種取得比

率」という。）により算定される。但し、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合、1株未満の端

数は切り捨て、会社法に定める方法によりこの端数に相当する金銭を当該Ｄ種優先株主に交付する

ものとする。

　　　（二）Ｄ種転換数算定式におけるＤ種転換価額の調整

　　　　　（ａ）Ｄ種転換価額は、当初、Ｄ種払込金額と同額とする。

　　　　　（ｂ）当社が普通株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式により

Ｄ種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨

五入する。

調整後のＤ種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株

式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該

株式併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適

用する。

　　　　　（ｃ）当社において以下に掲げる事由が発生した場合、以下の算式をもってＤ種転換価額を調整す

る。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
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　　　　　　　（i）調整前のＤ種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行する場合（但し、①株

式無償割当ての場合、②新株予約権若しくは新株予約権付社債又は取得請求権付き若しく

は取得条項付きの株式の行使又は転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合、又は、④会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未

満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。）、調整後のＤ種転換価

額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日）の翌日以降、株主への割

当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

　　　　　　　（ii）当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合（株式無償割当ての場合を含む。）で、

当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株あたりの対価の額として当社の取締

役会が決定した額が調整前のＤ種転換価額を下回る場合、調整後のＤ種転換価額は、払込

期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日）の翌日以降、株式無償割当ての場合

には当該株式無償割当ての効力発生日（当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合

は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以

降これを適用する。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は普通

株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含む。）で、普通株式1株あたりの新株予約権の払込価額と新株予

約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株あたりの価額の合計額が調整前

のＤ種転換価額を下回る場合（但し、当社が当社のインセンティブ報酬として当社又は当

社の子会社の役職員等に対して新株予約権を発行する場合を除く。）、調整後のＤ種転換

価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には当該新株予約権無償割当て

の効力発生日（当該新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の

翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用す

る。

　　　　　　　（iv）割当株式1株あたりの価値（当社の取締役の決定により合理的に定められる額とし、かか

る割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株あたりに換算した

額とする。）が調整前のＤ種転換価額を下回る場合、調整後のＤ種転換価額は、当該合

併、株式交換又は会社分割の効力発生日の翌日以降これを適用する。

　　　　　（ｄ）上記（b）及び（c）に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合、当社はＤ種優先

株主及びＤ種登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその事由、調整後のＤ種転換価額、

適用の日その他の必要な事項を通知した上、Ｄ種転換価額の調整を適切に行うものとする。

　　　　　　　（i）合併、株式交換、株式移転、又は会社分割のためにＤ種転換価額の調整を必要とすると

き。

　　　　　　　（ii）上記（i）のほか、当社の発行済普通株式数（但し、当社が保有する当社の普通株式の数

を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＤ種転換価額の調整を必

要とするとき。

　　　　　　　（iii）当社の普通株式に転換し得る株式の発行によりＤ種転換価額の調整を行った場合におい

て、当該株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している

場合を除く。

　　　　　　　（iv）行使により当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権の行使期間が終了した

とき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

　　　（三）Ｄ種転換価額の調整を行わない場合

前号の定めにかかわらず、Ｄ種優先株主の全員が、調整を不要とすることにつき書面により同意し

た場合には、Ｄ種転換価額の調整は行わない。

⑥　普通株式を対価とする取得条項

　（１）当社が当社普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対して株式上場

の申請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、株式上場に関する引受幹事証券会社からＤ種優先株

式を転換するべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＤ種優先

株式の全てを当社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換により交付すべき普通株

式の内容、数その他の条件については、前条の定めを準用する。

⑦　譲渡制限

　（１）譲渡によるＤ種優先株式の取得については、当社株主総会の承認を要する。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年１月１日～

2022年３月31日
－

普通株式

162,536

－ 100,000 － 3,931,813

Ａ種優先株式

21,300

Ｂ種優先株式

23,005

Ｃ種優先株式

52,927

Ｄ種優先株式

98,336

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．2022年９月１日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式のすべ

てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年９月17日付で自己株式として取得

し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びＤ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先

株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2022年９月17日付で会社法第178条に基づき

すべて消却しております。

２．2022年９月１日開催の取締役会決議により、2022年９月30日付で、当社普通株式１株につき５株の割合で株式

分割しております。分割後の発行済株式総数は、1,432,416株増加し、1,790,520株となっております。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他）

Ａ種優先株式 21,300

Ｂ種優先株式 23,005

Ｃ種優先株式 52,927

Ｄ種優先株式 98,336

Ａ種優先株式 21,300

Ｂ種優先株式 23,005

Ｃ種優先株式 52,927

Ｄ種優先株式 98,336

「１（１）②発行済株

式」の内容欄に記載の

とおりであります。

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 162,536 162,536

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株制度は採用してお

りません。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 358,104 － －

総株主の議決権 － 358,104 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１．2022年９月１日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式のすべ

てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年９月17日付で自己株式として取得

し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びＤ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先

株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2022年９月17日付で会社法第178条に基づき

すべて消却しております。

２．2022年９月28日開催の臨時株主総会において、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用しておりま

す。

３．2022年９月１日開催の取締役会決議により、2022年９月30日付で、当社普通株式１株につき５株の割合で株式

分割をしております。分割後の発行済株式総数は、1,432,416株増加し、1,790,520株となっております。

②【自己株式等】

該当事項はありません。

役職名 氏名 退任年月日

取締役執行役員COO 高橋　朋伯 2022年３月31日

取締役執行役員CSO 梶　桃郎 2022年３月31日

取締役 謝　建松 2022年３月31日

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性７名　女性１名　（役員のうち女性比率　12.5％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条

の２第１項の規定に準じて、第１四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022年３月31日まで）及び第１四半期連

結累計期間（2022年１月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY 新日本有限責任監

査法人による四半期レビューを受けております。

３．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2021年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,293,782 2,487,261

売掛金 31,868 29,397

貯蔵品 29,986 41,672

未収入金 265,952 338,824

その他 454,481 583,805

貸倒引当金 △40,280 △67,460

流動資産合計 4,035,791 3,413,501

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品 979,986 993,766

リース資産 553,151 736,681

建設仮勘定 489,606 581,538

その他 39,714 39,841

減価償却累計額 △428,445 △518,304

有形固定資産合計 1,634,014 1,833,523

無形固定資産 1,089 1,124

投資その他の資産 ※１　22,937 31,930

固定資産合計 1,658,041 1,866,578

資産合計 5,693,832 5,280,079

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2021年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年３月31日）

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 200,000

１年内返済予定の長期借入金 15,600 15,600

リース債務 424,457 457,054

未払法人税等 4,968 1,785

前受金 316,180 －

契約負債 － 357,724

引当金 62,735 42,164

その他 412,718 398,318

流動負債合計 1,436,660 1,472,647

固定負債

長期借入金 68,100 62,900

リース債務 513,621 528,392

固定負債合計 581,721 591,292

負債合計 2,018,382 2,063,940

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 5,888,781 5,888,781

利益剰余金 △2,266,401 △2,664,970

株主資本合計 3,722,379 3,323,810

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △50,406 △119,223

その他の包括利益累計額合計 △50,406 △119,223

新株予約権 3,477 3,477

非支配株主持分 － 8,074

純資産合計 3,675,449 3,216,138

負債純資産合計 5,693,832 5,280,079
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年３月31日）

売上高 699,024

売上原価 270,066

売上総利益 428,957

販売費及び一般管理費 929,553

営業損失（△） △500,595

営業外収益

受取利息 567

為替差益 116,258

その他 1,876

営業外収益合計 118,702

営業外費用

支払利息 12,240

貸倒損失 3,465

その他 15

営業外費用合計 15,720

経常損失（△） △397,614

税金等調整前四半期純損失（△） △397,614

法人税、住民税及び事業税 1,792

法人税等調整額 △163

法人税等合計 1,629

四半期純損失（△） △399,243

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △675

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △398,568

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年３月31日）

四半期純損失（△） △399,243

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △68,816

その他の包括利益合計 △68,816

四半期包括利益 △468,060

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △467,385

非支配株主に係る四半期包括利益 △675

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当第１四半期連結会計期間において、株式会社CHARGESPOT MARKETINGを新たに設立し、連結の範囲に含めてお

ります。

（会計方針の変更）

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影

響もありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた

「前受金」及び「売上値引引当金」は、当第１四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといた

しました。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。

（追加情報）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表

への影響はありません。

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りの仮定につきましては、新規上場申請のための有価証券

報告書(Iの部)に記載した注記事項（重要な会計上の見積り）に記載した内容から重要な変更はありません。
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前連結会計年度
（2021年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年３月31日）

投資その他の資産 213,054千円 －千円

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年３月31日）

減価償却費 87,565千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日 至　2022年３月31日）

　当社グループはChargeSPOT事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（単位：千円）

ChargeSPOT事業

サービス別

モバイルバッテリーシェアリングサ

ービス
635,142

その他 63,881

顧客との契約から生じる収益 699,024

その他の収益 －

外部顧客への売上高 699,024

地域別

日本 555,537

中国（香港含む） 99,936

その他 43,551

顧客との契約から生じる収益 699,024

その他の収益 －

外部顧客への売上高 699,024

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月1日　至　2022年３月31日）
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当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年３月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △222円60銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） △398,568

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）
△398,568

普通株式の期中平均株式数（株） 1,790,520

（うち普通株式数（株）） （812,680）

（うちＡ種優先株式数（株）） （106,500）

（うちＢ種優先株式数（株）） （115,025）

（うちＣ種優先株式数（株）） （264,635）

（うちＤ種優先株式数（株）） （491,680）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　　　２．当社は、2022年９月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式分

割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。
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（重要な後発事象）

（優先株式の取得及び消却）

　当社は、2022年９月１日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優

先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議いたしました。2022年９月17日

付で自己株式として取得し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主及びＤ種優先株主

にＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しておりま

す。

　また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2022年９月17日

付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

(1）取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式                            21,300株

Ｂ種優先株式                            23,005株

Ｃ種優先株式                            52,927株

Ｄ種優先株式                            98,336株

(2）交換により交付した普通株式数             195,568株

(3）交換後の発行済普通株式数                 358,104株

（株式分割、単元株制度の採用及び発行可能株式総数の引き上げ）

　当社は、2022年９月１日開催の取締役会決議に基づき、2022年９月30日付で株式分割を行っております。当

該株式分割に伴い、2022年９月28日開催の臨時株主総会決議に基づいて定款の一部を変更し、2022年９月30日

付で発行可能株式総数の引き上げ及び単元株制度を採用しております。

１．株式分割の目的

　当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。

２．株式分割の概要

(1）分割の方法

　2022年９月29日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１

株につき、５株の割合をもって分割いたしました。

(2）分割により増加した株式数

株式分割前の発行済株式総数　　　　　358,104株

今回の分割により増加した株式数　　1,432,416株

株式分割後の発行済株式総数　　　　1,790,520株

株式分割後の発行可能株式総数　　　7,162,080株

(3）分割の日程

基準日　　　　2022年９月29日

効力発生日　　2022年９月30日

(4）１株当たり情報に及ぼす影響

　「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、こ

れによる影響については、当該箇所に反映されております。

３．単元株制度の採用

　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

４．発行可能株式総数の増加

　発行可能株式総数を、585,000株から7,162,080株へ引き上げました。
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①新株予約権の割当日 2022年10月31日

②新株予約権の割当ての対象者の区

分及び人数

当社取締役　　　　　　 1

当社執行役員　　　　　 3

当社子会社の従業員　　18

③新株予約権の発行数 58,500個

④新株予約権の払込金額 25円

⑤新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

当社普通株式58,500株（新株予約権１個につき１株）

⑥新株予約権の行使時の払込金額 7,000円

⑦新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本

及び資本準備金の額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加す

る資本金の額は会社計算規則第17条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ

の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度

額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧新株予約権の行使期間 2024年４月１日から2034年10月30日まで

⑨譲渡による新株予約権の取得の制

限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議

による承認を要する。

（多額な資金の借入）

１．当社は、2022年８月12日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり株式会社三井住友銀行と特殊当座

借越契約を締結いたしました。

(1）契約形態：特殊当座借越

(2）借入先：株式会社三井住友銀行

(3）契約締結日：2022年８月24日

(4）契約極度額：500,000千円

(5）借入利率：1.475％

(6）契約期限：2023年５月31日

(7）資金使途：事業用資産の取得資金

(8）担保の有無：無担保・無保証

２．当社は、2022年９月８日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり株式会社りそな銀行と手形貸付契

約を締結いたしました。

(1）契約形態：手形貸付

(2）借入先：株式会社りそな銀行

(3）契約締結日：2022年９月16日

(4）借入額：200,000千円

(5）借入利率：1.475%

(6）借入実行日：2022年９月16日

(7）契約期限：2023年２月28日

(8）資金使途：運転資金

(9）担保の有無：無担保・無保証

（新株予約権の発行）

当社は、2022年10月13日開催の取締役会において、当社取締役等に対し、新株予約権（第12回新株予約

権、第13回新株予約権及び第14回新株予約権）を発行することを決議いたしました。

１．新株予約権を発行する理由

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としておりま

す。

２．新株予約権の発行要領

（１）第12回新株予約権
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①新株予約権の割当日 2022年10月31日

②新株予約権の割当ての対象者の区

分及び人数
社外協力者　　　　　　 9

③新株予約権の発行数 7,565個

④新株予約権の払込金額 25円

⑤新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

当社普通株式7,565株（新株予約権１個につき１株）

⑥新株予約権の行使時の払込金額 7,000円

⑦新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本

及び資本準備金の額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加す

る資本金の額は会社計算規則第17条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ

の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度

額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧新株予約権の行使期間 2024年４月１日から2034年10月30日まで

⑨譲渡による新株予約権の取得の制

限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議

による承認を要する。

①新株予約権の割当日 2022年10月31日

②新株予約権の割当ての対象者の区

分及び人数
受託者 コタエル信託株式会社（注）

③新株予約権の発行数 61,670個

④新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。な

お、職務執行の対価として公正に付与される新株予約権であ

り、有利な条件による発行には該当しない。

⑤新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

当社普通株式61,670株（新株予約権１個につき１株）

⑥新株予約権の行使時の払込金額 7,000円

⑦新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本

及び資本準備金の額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加す

る資本金の額は会社計算規則第17条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ

の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度

額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧新株予約権の行使期間 2024年４月１日から2034年10月30日まで

⑨譲渡による新株予約権の取得の制

限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議

による承認を要する。

（２）第13回新株予約権

（３）第14回新株予約権

（注）本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員

及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。

（固定資産補償益の計上）

　当社が外部工場へ生産委託を行っているモバイルバッテリーのうち、過去に一定の製造ロットにて製造さ

れたモバイルバッテリーに不具合が発生したことから、2022年10月に委託先の外部工場より新品モバイルバ

ッテリーの無償供給を受けております。

　これに伴い、2022年12月期の連結財務諸表において、工具、器具及び備品として56,781千円を有形固定資

産に計上し、固定資産補償益として同額を特別利益に計上する予定であります。
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２【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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